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ツキノワグマ出没に対する緊急銃猟の安全確保と鳥獣被害防止対策の

さらなる強化を求める意見書（案） 

 

 

本年、我が国においてはクマによる被害が相次ぎ、農作物への被害はもとよ

り、報道にもあるような悲惨な人身事故も多発しており、市民生活に深刻な影

響を及ぼしています。 

令和７年９月には、改正鳥獣保護管理法が施行されました。これにより、市街

地においても「緊急銃猟」が可能となりましたが、実際に駆除を担うハンターの

負傷時補償や誤射時の刑事責任などが明確にされておらず、安全と安心を前

提とした駆除体制は十分ではありません。 

一方、自衛隊派遣の実施や警察官によるライフル銃での駆除が可能となるな

ど、国におかれても現状を鑑み、支援策を講じられている現状であります。 

そのうえで、長期的な視点による対策も必要であることから、クマをはじめと

する有害鳥獣対策として、里山保全といった緩衝帯整備や電気柵などの市街

地への被害予防措置等についても、国の支援をより一層強化し、広域的かつ

持続的な取り組みの推進が求められます。 

よって、安中市議会では、国会及び政府に対し、次の事項について速やかに

措置を講じられるよう強く要望します。 

 

記 

 

１.緊急銃猟に従事するハンターが負傷した場合の公的補償制度を創設

するとともに、誤射や弾丸貫通による被害発生時の責任範囲を明確に

し、刑事上の免責を検討すること。 

２.実効性のある緊急銃猟の対応マニュアルを各自治体が策定できるよ

う、支援体制を整備すること。 

３.ネイチャーポジティブにも通ずる里山の保全活動の支援や緩衝帯整

備における支援体制を構築すること。 

４.電気柵等の被害防止施設の設置・維持に関して、地域の安全を確保す

るために、国による財政的支援を強化すること。 

５．被害対策の中核となるコーディネーターの育成や、必要な数の狩猟者   

を確保するための制度的支援を強化すること。 

６.クマの駆除は住民の安全確保に不可欠であることを国として明確に

発信、および自治体へのカスタマーハラスメント対応の法整備を行い、

全国的な理解を促進すること。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。 
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